
 
 
墨田区告示第１３６号 
 墨田区立公園条例（昭和４０年墨田区条例第１８号）第１５条及び墨田区立公

園条例施行規則（昭和４０年墨田区規則第１０号）第９条に規定する墨田区立立

花大正民家園 旧小山家住宅における使用料の徴収については、次のとおり委託
したので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の規定により

告示する。 
 
令和８年４月１日 
 

墨 田 区 長  山 本  亨 
 
 
１ 委託の相手方 
  公益社団法人 墨田区シルバー人材センター 会長 田 中 邦 友  
   墨田区文花一丁目３２番１－１０１号 
 
２ 委託期間 
  令和８年４月１日から令和９年３月３１日 
 
３ 委託年月日 
  令和８年４月１日 


